
事 務 連 絡 
令和２年５月 12 日 

 
各都道府県消防防災主管部（局） 
東京消防庁・各指定都市消防本部 
 
 

消防庁消防・救急課 
 
 

 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について（情報提供） 
 
 
総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室から「新型コロナウイルス感染症についての

相談・受診の目安について」（令和２年５月 11 日付け事務連絡）が別紙のとおり発出されま
したのでお知らせいたします。 
各都道府県におかれては、貴都道府県内の消防本部に対してもこの旨を周知いただきま

すようお願いいたします。 
 
 
 

連絡先 
消防庁消防・救急課 阿部、永峯、若杉 
電 話：03-5253-7522 
E-mail：shokuin@soumu.go.jp 

御中 



 

                              事 務 連 絡 

                              令和２年５月１１日 

 

 各 都 道 府 県 総 務 部 （ 局 ） 
 （安全衛生担当課、市町村担当課、区政課扱い） 
 各都道府県人事委員会事務局  
 各 指 定 都 市 総 務 局 
 （ 安 全 衛 生 担 当 課 扱 い ） 
 各指定都市人事委員会事務局 

                       総務省自治行政局公務員部 

                       安 全 厚 生 推 進 室 

                      

 

 

  新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について 

 

 

標記の件について、令和２年２月 18日付事務連絡において周知したところですが、今般、

厚生労働省において改訂され、別添のとおり令和２年５月８日付けで同省新型コロナウイ

ルス感染症対策推進本部から各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部（局）あてに送

付されましたので、参考までにお知らせいたします。 

つきましては、貴団体における職員への周知をお願いいたします。 

各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村及び一部事務組合等に対し、この

旨周知いただきますようお願いいたします。 

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市区町

村に対しても、本事務連絡についての情報提供を行っていることを申し添えます。 

 

 

 
 

 

 
安全厚生推進室安全厚生係 

（担当：森谷、井伊） 

ＴＥＬ：03-5253-5560（直通） 

ＦＡＸ：03-5253-5561 

御中 
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